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　　　　　労働と人問（１）
マルクス『経済学 ・哲学草稿』（１８４４年）の検討を中心に

高　木　　　彰

　はじめに

（Ｉ）労働と人間の生成

（１）労働と「人間の本質」

　（Ａ）《「類的存在」＝「人問的本質」》……以上４０巻３号

　（Ｂ）《労働の否定的側面と抽象的人間労働》

　（Ｃ）《労働と「自然の対象的能動性」について》

（皿）労働と「自由と必然」一『草稿』から『資本論』へ一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・ 以上本号

　（Ｂ）《労働の否定的側面と抽象的人間労働》

　マルクスは，へ 一ゲルにおける「否定性の弁証法」を評価し，そこでは「労

働を人間の本質として ，それ自身の実を示しつつある本質として把握」されて

いるが，しかし ，へ 一ゲルは，ｒ労働の肯定的側面だけを見て ，その否定的側

面を見ない」としている 。その理由としてマルクス が示していることはへ 一ゲ

ルか承知している労働は「抽象的 ・精神的な労働だげ」（［１５１２１７頁）だからて

　　　　　　　　　　１）
あるということである 。

　へ 一ゲルは，労働の普遍的本質を「人間の自己産出過程」として提えていた

のであるが，それが「抽象の内部」（［１５１２３３頁）であ ったことによっ て労働の

肯定的側面だげしか把握されえなか ったのである 。マルクスは，へ 一ゲルは ，

「自己自身に関係させられた否定の肯定的な意味」を提えることによっ て， 「人

間の自己疎外，本質の外化，対象性剥奪，現実性剥奪」を「自己獲得，本質の

変化，対象化，現実化として捉えている」（［１５１２３２～３頁）としている 。へ 一

ゲルにおいては，労働か人間の類的諸力の「本質表明」 ，「対象化，現実化」と

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４７）
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して ，「自己獲得」の活動としてのみ，それ故，根元的な所有活動としてのみ

把握されているということである 。へ 一ゲルは，労働の「自己疎外」としての

側面を把握しなか ったというわけではないが，その疎外が「単なる仮象であり ，

みせかけ」（［４５１６１頁）であるということであり ，そこに労働の否定的側面が

見失われているとされることになるのである 。

　鈴木茂氏は，へ一ゲルの労働概念について ，それは「自己意識の労働として ，

単に疎外の止揚が疎外の確認におわるような，従 って ，国民経済学と同様 ，

『疎外の形式のもとで』のみとらえた労働一般であり ，つまり ，現実の富：私

的所有の世界をその内容として容認するような，結果において資本制的労働一

般に一致するものてあ った」（［５７１２７頁）とされている 。へ 一ゲルの労働　般

の概念は，そのまま「資本制的労働」に直結しているのであるが，そのことは

ｒ単なる『氷遠の自然的条件』としての労働　般」と ，ｒそれ自体か，一つの杜

会的関係をあらわし，諸個人の労働の杜会性をなすかぎりての，一つの杜会的

実体とな った労働　般」とを区別できず，「両者を一体のものと理解した」

（［５７１２８頁）ことによっ てもたらされたということである 。へ 一ゲルが歴史貫

通的な労働　般と特殊資本制的労働とを同一視したのは，いわゆる「労働の二

重性」を把握しえていなか ったからであるということである 。労働を，否定的

側面と肯定的側面との二面性において把握することから，抽象的人間労働と具

体的有用労働という労働の一重性において定式化するに至るその過程は，マル

クスの経済学の確立過程であるが，同時にマルクス自身のへ 一ゲル主義からの

脱却の過程でもあるといえよう 。

　へ 一ゲルの労働概念において否定的側面が存在しないという総括自体は ，

「へ 一ゲル批判の根本命題」（［４５１５７頁）とされるものであり ，それ自体が検討

を必要とする課題でもある 。それはへ 一ゲルとマルクスの労働観の相違，それ

故人間観の相違に関わる問題を内包するのである 。しかし ，ここで問題にしよ

うとするのは，そのようなへ 一ゲル批判に関わることではなく ，マルクス が

へ一ゲルの労働概念の批判的検討を通して労働を肯定的側面と否定的側面とに

おいて把握していることの意義についてである 。それは『草稿』におげる「労

　　　　　　　　　　　　　　　　（８４８）
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働の二側面」が，『資本論』における「労働の二重性」と理論的に如何なる関

連にあるのかという問題をその射程にもつものである 。

【労働の否定的側面と「疎外された労働」】

　へ 一ゲルの見なか った労働の否定的側面とは「疎外された労働」そのもので

あるとされるのは，望月清司氏である 。望月氏は，へ 一ゲルは「労働の本質」

を捉えていたとされる場合，それは「労働を通じてのみ人間が『自己産出』を

遂げ自己を確証すると概念的に把握しつつ，対象を，０対象喪失→　外化→　

外化の止揚ととらえた」ことであるとされ，「労働の肯定的側面」とは，０労

働の実現（玩実化），　労働の対象化，　（労働者の対象）領有であり ，これに

対して「へ 一ゲルが見なか った」労働の「否定的側面」とは，「労働者の現

実性剥奪，（労働者の）対象喪失 ・対象への隷属，　疎外，外化」（［６３１９７頁）

であるとされる 。望月氏は，０～　と＠～◎は対応関係にあるとされるのであ

る。

　しかし，「疎外された労働」を労働　般の否定的側面として規定するという

ことは，資本主義杜会においては，労働は強制労働として行われるだげてあり ，

労働の肯定的側面，労働による自己実現が可能になるのは，疎外からの解放に

よっ てであるということである 。そこでは，疎外の形式の下においても労働に

おいて人間は「一つの類的存在としての実を示す」（［１５１２１６頁）というマノレク

スの労働把握の特徴が全く考慮されえないことになるのである 。『神聖家族』

においてみることができるように，マルクスがへ一ゲルを批判するのは，へ 一

ゲルが矛盾を通じて発展を見たためではなく ，こうした発展過程をみながら ，

「絶対知」を問題にしていることについてである 。

　望月氏は，「疎外された労働」を労働　般の否定的側面として把握されたの

であるが，これに対してオイゼルマンは，「否定的側面」＝「疎外された労働」

とは，資本主義的条件のもとでの労働の存在そのものであるする 。オイゼルマ

ノは，「へ 一ゲルにはないところの疎外された労働という概念は，この否定的

な（敵対的杜会関係に条件づけられた），労働の側面であ って…これをへ 一ゲルは

　　　　　　　　　　　　　　　　（８４９）
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みなか ったのである」（［６２１３８７頁）としている 。へ 一ゲルは，「疎外された労

働を特別な人間を奴隷化する活動だとは気付かなかった」のであり ，へ 一ゲル

が労働の否定的な側面を見なか ったということは，「第一に，へ一ゲルが労働

活動を敵対的杜会関係のワク内でみず，第二にかれカ事実上はただ労働の　種

類， まさに抽象的＝精神的労働だけを認めていたことから ，よくわかること」

である 。それ故，オイゼルマソは，へ 一ゲルにとっ ては「疎外の，まして疎外

された労働の発生という問題は，存在しない」（［６２１３９８頁）とするのである 。

へ一ゲルは，「『抽象的に精神的な労働』におげる外化 ・疎外か実はもっと根源

的な労働，即ち物質的労働の現れにすぎないことに気が付いていない」（同前）

ということである 。

　マルクスは，へ 一ゲルの労働把握は，「国民経済学の立場に立つ」（［１５１２１７

頁）ものであるとしている 。そのことはへ 一ゲルにおいては労働が全てである

ということであり ，労働が人間において中心的意義をもつとして把握されてい

るということである 。しかし，へ 一ゲルと「国民経済学」とは同時にその労働

の担い手が「無の状態」に陥っている世界を分析することができなか ったとこ

ろにその限界が存していたのである 。それ故，オイゼルマ１■の指摘するように ，

労働の否定的側面を「疎外された労働」として把握することは充分な根拠をも

つものである 。しかし，労働の否定的側面が「疎外された労働」であるとすれ

ぼ， その肯定的側面とは「疎外されざる労働」ということになる 。「疎外され

ざる労働」は，私的所有の止揚において達成されるものであるとはいえ，いわ

ばそれ自体としては現実的性格をもつものではない。私的所有の止揚において

実現される疎外から解放された労働は，私的所有の下で現実的に形成され，よ

り発展した労働なのである 。「疎外されざる労働」は，先験的に与えられるも

のでもなく ，それ故，疎外された状態に外的に対置された理想状態ということ

ではない。私的所有の止揚が「人間的な人間としての人間の自己にとっ ての還

帰」（［１５１１４６頁）であるとされるのは，「疎外された労働」の解放が単に労働

の本源性への回復ということを意味しているわけでもないということである 。

（８５０）
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【労働の否定的側面の一 重性】

　藤井光城氏は，労働の否定的側面の意味することを明確にするためには，そ

れを二重に把握することか必要てあるとされる 。「労働の否定的側面を単に資

本主義的な疎外だげに限定せずに，労働（または実践）そのものの本質的な構

造として提えること」（［６４１９５頁）が必要であるということである 。藤井氏は

へ一ゲルにおいては，「外化された人間として対自的になること」（［１５１２１７頁）

が「労働の本質」として把握されていたのであり ，しかもへ 一ゲルの場合，そ

れが「肯定的に捉えられているとすれぼ，マルクスは，その同じ構造のもつ否

定面を強調した」（［６４１９６頁）と考えなげればならないとされるのである
。

　藤井氏は，「マルクスの主張せんとした『労働の否定的側面』とは，国民経

済的状態のもとで典型的に現れる労働の疎外を，まず念頭においていた」が ，

「実は，この『労働の本質』におげる『否定的側面』とマルクス が口乎んだもの

には，二重の意味があ った」とされて ，「一つは，労働本来の構造のなかに ，

つまり ，その外在化と外在態の止揚の運動の中に，既に『否定的側面』か内在

している」ということであり ，「もう一つは，特定の歴史的条件のもとで，労

働の『否定的側面』が，非人間的な疎外とな ってあらわれる」（［６４１９７頁）と

いうことである 。労働の否定的側面という場合，「労働本来の構造」における

否定的側面とそれが「非人間的な疎外」として現実化するという意味における

否定的側面との二重の意味を含むということである 。藤井氏は，しかし ，マル

クスは，この二重性を明確にしないままに，「労働の本質」の「否定的側面」

を語 っていたとされるのである 。『草稿』におけるマルクスは，「ある特定の歴

史的条件のもとでの『労働』と ，一定の歴史的条件を捨象した『労働』とを ，

意識的に区別していなか った」（同前）ということである 。

　次いで藤井氏は，人間の労働によっ て「自己を確証しようとする行為そのも

のが，既に対象的自然に対する否定的行為なのである」とされ，「人間存在そ

のものが，本質的に否定の契機を含んでいる以上，労働もまた本質的に否定的

性格を具有するのは当然のこと」であり ，マルクス が「労働が生産する対象 ，

つまり労働の生産物が，一つの疎遠な存在として ，生産者から独立した力とし

　　　　　　　　　　　　　　　　（８５１）
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て， 労働に対立する」（［１５１９８頁）と表玩した事態こそ，ｒ労働が本来的にもっ

ている否定的側面でなけれぼならない」（［６４１９７頁）とされる 。労働がその本

来的構造において否定的契機を含むのは，人間の活動それ自体か否定的行為て

あるということである 。人間においては，自己を確証する行為それ自体が自己

否定的行為として規定されるそのことに労働の否定的側面を見る必要があるの

であるが，それは還元すれば人間の存在それ自体の問題に他ならないのである 。

　ここで確認しておくへきことは，労働を「歴史貫通的」な次元と「資本主義

的条件のもとで」という次元との二つの異なる次元において把握するというこ

とであり ，更に特定の歴史的条件の下における労働てはなく ，労働　般におい

て「自己疎外」と「自己獲得」の二側面が措定されねぼならないということで

ある 。労働の否定的契機とは労働の具体的存在様式に関して言及されたもので

はないのである 。

【「労働の二面性」と「労働の二重性」】

　マルクスは，人間は，一方では「自然的諸力，生の諸力一これらの力は彼の

なかに諸 々の素質や堪能性として，衝動として現存している一を備えており ，

一つの活動的な自然存在」であり ，他方では「自然的な，身体的な，感性的な ，

対象的な存在」として動物や植物と同様に「一つの受苦的な ，条件づげられた ，

制限された存在」（［１５１２２２頁）であるとしている 。人間は，「活動的な自然存

在」と「受苦的な制限された存在」との二面性において存在しているというこ

とである 。そのような人間存在の二面性と労働の二面性を直結して理解されて

いるのは鈴木亨氏である 。

　鈴木氏は，へ 一ゲルは「労働の否定的契機を正しく見た故に同時にその肯定

的契機をも正しく把握しえた」のであるが，しかし ，へ 一ゲルの提えた労働が

「抽象的，精神的労働」であることによっ て， 「労働の否定性の自覚は同時にそ

のままで弁証法的に肯定的なるものの自覚」（［３９１１８２～３頁）とされることに

なっ たとされる 。へ 一ゲルにおいて ，「真に具体的，玩実的な否定的自覚にま

て達しなか った」（［３９１２９頁）のは，それ故，「否定性の自覚」か柚象的である

　　　　　　　　　　　　　　　　（８５２）
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というのは，彼には「労働の否定性の本質的契機である苦悩の意識を欠く」ゆ

えであり ，苦悩を現実的かつ具体的に，体験として提えることがなか ったこと

に由来するということである 。換言すれば「へ 一ゲルには感性的契機が欠げて

いる」（［３９１３２頁）ということである 。かくて，鈴木氏は，ｒ苦悩の主体的自

覚」なくしては否定性は，単にｒ論理的運動の本質的要素」ではありえても ，

「現実的，具体的なるものの運動の本質的契機」（１３９１１８３頁）てはありえない

とされるのである 。

　鈴木氏は，へ 一ゲルにおげる「否定性の自覚における抽象性」は，二つの側

面において集約的に表現されているとされる 。その第一は，「原罪の思想にお

げる抽象性」であり ，第二は「労働と享受の論理における抽象性」である 。前

者はキルケゴールにより ，後者はマルクスによっ て， 夫々「批判的に克服」

（［３９１１８７頁）されたとされ，かくて ，鈴木氏は，「マルクスにおいて労働の概

念がへ 一ゲルを超えて ヨリ深く把握された所以のものは，まさに労働の否定的

契機の自覚にほかならないのであり ，それは疎外された労働として現実的に表

現されるに到 った」（［３９１２０４頁）とされるのである 。しかし，労働の否定的契

機とは，人間存在の根源的規定に関わるものでるとすれは，その現実的表現は ，

具体的，現実的な労働それ自体でなけれはならない。そこて疎外された労働と

いう歴史的に規定された形態を持ち出すことは適切ではないものといえよう 。

　次いで，鈴木氏は，労働の構造を「積極的，肯定的契機と消極的，否定的契

機との自己矛盾的二重性」において規定されている 。そこての労働の否定的契

機とは「人間的生存の宿命的生存条件」（［３９１１７０頁）ということである 。それ

は「無限に反復される単調な労働」であり ，「いわぱ述語的な，無限に自己同

一的な量化された時間としてあるもの」であるとして ，「三つの特徴として非

自律性，断片性，機械性なる性格をもつ」とされるものである 。これに対して

労働の肯定的契機とは「積極的な自己活動性」（同前）ということである 。そ

れは，「創造的自己活動として統一的な自己充足的な労働」であり ，論理的に

は， 「能動的，主体的なるものとして主語的なるもの」である 。鈴木氏は，そ

のような労働は，「主体的なるものとして，芸術的創造において見られること

　　　　　　　　　　　　　　　　（８５３）
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き生命的な，自己完結的，自己充足的な歓喜」（［３９１１６３頁）としての性格にお

けるものであるとされる 。

　鈴木氏は，この両者は「自己矛盾的統一」におけるものてあるとされる 。そ

の際，「絶対の受動性の自覚こそ自己矛盾的にまさしく絶対の能動性の自覚に

ほかならない」（［３９１１７０頁）とされる 。即ち，永久的自然条件として苦悩的な

あり方としての労働の否定的契機の「自覚」が，同時に肯定的契機の「自覚」

であるということである 。鈴木氏は，「述語的な労苦性の自覚」は，「主語的な

るものと述語的なるものとの矛盾的同一性としての繋辞性のひるがえり」とし

て「主語的な創造的自己活動の自覚」を「受け取る」（［３９１２０１頁）とされるの

である 。しかし，その「主語的な創造的自己活動性の自覚」は，「直接」に

我々に「意識されるものではない」のであり ，「どこまでも自己矛盾的に述語

的な労苦性の自己否定的な自覚を媒介する」ことにおいて「自覚」されるにす

ぎないということてある 。「述語的な労苦性の自覚」か深まることと「主語的

な創造的自己活動の自覚」か高まることは「自己矛盾的」（［３９１２０１頁）な関係

において把握されねばならないのであり ，「受動的，否定的な苦悩性」の徹底

において「創造的自己活動」が「自覚される」ということである 。

　鈴木氏においては，「真に現実的なものは受動的存在であり ，苦悩する存在

である」（１３９１４１頁）として理解されることから ，直接的に意識されるのは労

働の労苦性のみである 。人間は「徹底的に受動的な存在として ，単なる物にす

ぎない，述語的存在」であることにおいて ，「人間的生存はいかなる状況にあ

っても労働を苦悩として受け取らねぼならぬ必然性がある」（［３９１１６９頁）とい

うことである 。人間が生存する限り額に汗して働き ，苦しんで子を産むことを

運命付げられた存在であり ，いわぼ「原罪」を背負 っているということの「自

覚」のみが現存しているということである 。労働はｒどこまでも否定的活動」

として本質的に規定されたことによっ て， 「歓喜としての能動的自己活動」と

しての側面を，否定性の「自覚」において析出されることにな っているのであ

る。

（８５４）
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【労働の否定的側面と抽象的人間労働】

　鈴木氏は，労働における否定的契機と肯定的契機との「自己矛盾的同一性」

は， 『資本論』における原理的礎石とされる労働の二重性の概念として展開さ

れるに至るとされる 。それ故，『草稿』の成果を踏まえるならば労働の二重性

の概念は「経済的現実における人間的生存の根源的事態」を厳密に「科学的に

規定した」（［３９１２０５頁）ものであり ，その背景には「人間的生存そのものの根

本的な自己成立の事実か横たわ っている」（１３９１１９８頁）ものとして把握される

ことになる 。鈴木氏は，労働の二重性の論理的構造は，「自然の二重性の論理

構造の人間界における表現」（１３９１１７４頁）であるとされ，それを「抽象的 ・人

間的労働の述語的なる否定性の契機と ，具体的 ・有用的労働の主語的なる積極

性， 肯定性の契機との統一」（［３９１２０３頁）において見ようとされる 。『草稿』

において把握された労働の肯定的側面と否定的側面とは，『資本論』において

具体的有用労働と抽象的人間労働として再規定されているということである 。

　鈴木氏は，労働の二重性における抽象的労働と具体的労働の関係は，次のよ

うに否定的契機と肯定的契機の関係と同じものであるとされている 。

　「主体的な哲学の立場に立つならは，抽象的　人間的労働の述語的労苦性の

自覚が，外的，杜会的なる疎外された労働の自覚を越えて ，聖書ののべる運命

的必然としての労働の苦悩性の自覚にまで深まりゆくとき ，もとよりそれは単

なる外的，杜会的な経済杜会における労働の概念を超えるのであるが，逆にそ

れは自己矛盾的に主語性としての具体的　有用的労働の限界を超えて ，使用価

値を形成する労働たることを超えて ，創造的自己活動としての絶対に主体的な

労働にまで高まりゆくのである」（［３９１２０卜２頁）。

　ここで，鈴木氏は，抽象的労働：「疎外された労働」の「自覚」を通して ，

もう一方の契機である具体的労働に還帰するのてはなく ，本質的労働であり ，

「本来的自己としての労働」に還帰するとされているのである 。疎外された労

働が「本来的，本質的な労働」に自己を回復するのであるが，それは「労働の

自己矛盾的一重性の自己展開」としての「本来的なる自己」に還るのてあ って ，

労働の二重性の一契機としての「使用価値を形成する労働」に「還るのでな

　　　　　　　　　　　　　　　　（８５５）
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い」（［３９１２０２～３頁）ということである 。鈴木氏は，疎外された労働が還帰す

べき労働は，「自然に対する人間主体の働き掛けとしての労働的生産の立場」

と「人間が人間に対する杜会的関係の疎外されざる形態」との「統一されたも

の」（［３９１２０５頁）であるとされるのである
。

　鈴木氏は，労働の二重性において抽象的労働の対止的契機が具体的労働てあ

るということは，「『資本論』が杜会科学としての経済学の領域にとどまる」こ

とによるものであるとされる 。「本来的労働，疎外されざる労働」を「厳密に

経済学的規定の内部に隈定」して得られたものが，「使用価値を形成する ，個

性的かつ質的な労働」てあるということである。具体的労働の規定の背後に

「本来的な労働，自己疎外せられざる労働，本質的労働」が想定されているの

であり ，へ 一ゲルのいわゆる「自己産出的行為としての哲学的構造か秘められ

ている」（１３９１２０３頁）ということである
。

　鈴木氏の所説における問題は，抽象的労働 ・人間的労働が人間存在の本質的

規定としての苦悩性の契機であり ，否定的契機であるとされることにあるもの

といえよう 。鈴木氏は，抽象的労働 ・人間的労働とは，「述語的否定性の自覚

として疎外された労働」であり ，「個性を喪失した労働」 ，「無区別な，流動的

人間労働力」（［３９１２０２～３頁）であるとされる 。そこでの人間的とは，抽象化

されたということであり ，それ故，人間的労働は，「人間性の疎外された形態」

（［３９１１９４頁）であるとされているのである 。「人間的」が「抽象化」として把

握されることは，明らかに誤りであるが，それは別としても抽象的労働を個性

喪失労働として規定するのは，『草稿』におけるものではあ っても ，『資本論』

におけるものではないのである 。

　確かに，『草稿』において，労働の一面が抽象的労働として規定されている
。

しかし ，そこでの抽象的労働とは，トゥフシ ェラー によれば「生産におげる賃

労働者の一面的て純粋に肉体的な活動」として ，「労働者がまっ たくの労働機

械へ非人間的に還元される」（［４８１２７２頁）ということである
。マルクスは，労

働者は，「機械のような労働」に従属し ，「精神的及び肉体的に機械にまで押し

下げられ，一人の人間から ，一個の抽象的活動と一個の胃袋になる」（［１５１３４

　　　　　　　　　　　　　　　　（８５６）
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頁）として ，「人類の最大部分かこのように抽象的労働へ還元されることは ，

人類の発展のなかでどういう意味をもっ ているのか」（［１５１４０頁）としている 。

国民経済学者か「労働者の活動を最も抽象的な機械的運動へ湿元する」という

こと ，更に「労働者の活動を一切の活動からの一個の純抽象物にしてしまう」

ということは，「労働者を一個の非感性的な，要求の無い存在にしてしまう」

（［１５１１６８頁）ということである 。かくて ，『草稿』における抽象的労働とは ，

労働の目的が富の増大である限りにおいて「有害で，禍にみちている」（［１５１

３９頁）労働のことであり ，その意味で疎外された労働であるといえよう 。その

ような労働概念は，確かに「哲学的な内容を顕わに表現している」（［３９１１９２

頁）ものてあるが，それは経済学的規定に置き換えられることを意味するもの
　　　　２）
ではない 。

　これに対して『資本論』において抽象的労働は抽象的 ・人間労働として去見定

されているのであり ，それは「人間の脳，筋肉，神経，手等の生産的支出」

（Ｋ・ｐ．１ ．４８）のことであり ，「生理学的意味での人間的労働力の支出」（Ｋ・ｐ

１５１）であるとされている 。それか人間的であるということは，「生理学的」

であるということであり ，それ故にその労働は杜会的労働としても規定される

ことにな ったのてある 。そこでは「労働の　般的人間的性格」か「労働の特殊

な杜会的性格」として把握されているのである 。労働の本質的規定を杜会的性

格において見ることと ，その杜会的性格の実体を一切の現実の労働に共通な人

間的性格に求めるとされているのである 。その意味では，『草稿』における

「抽象的労働」と『資本論』に抽ける「抽象的人間労働」とは，理論的には全

く相違するものである 。

【『草稿』における労働概念の限界について】

　マルクスは，労働を「自己疎外」としての側面と「自己獲得」としての側面

との統一において ，従って「自己矛盾的な関係」として捉えたのであるが，労

働のそのような人間学的考察方法は，一定の限界をもたさるをえないものであ

ったのである 。
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　鈴木茂氏は，『草稿』において捉えられた労働　般の普遍的規定とは，「自由

な意識的活動」として ，「意識をともな った生成行為」として ，「自己を止揚し

てゆく生成行為」として規定されるということであり ，それは「永遠の自然的

条件」を意味するもののごとくに見えるカミ，しかし，そこで把握されていたの

は「人間の類的本質としての労働，あらゆる疎外労働の類，本質としての労

働」であ ったのであり ，「その類的本質の概念には，類をどこまでも『否定に

とりつかれた抽象的普遍』ととらえ，全くの抽象的普遍の分析にまてはすすま

ない，その意味でのへ 一ゲル主義が，纏わりついている」（［５７１２８頁）とされ

ている 。労働か「抽象的普遍」にまて分析されることなく ，「具体的普遍」に

留まっ たところに『草稿』の労働におけるへ 一ゲル主義の残津を認めることが

できるということである 。

　ここて「類的本質の概念」とは，それ自体か「杜会的人間　般に共通する普

遍的規定でありながら ，同時に，そのうちに『人間の真の共同体』 ，『人間解

放』の概念を含意し，本質的にそれと同一であり ，必然的にそれに発展するも

の」（［５７１３０頁）であるとされる 。マルクスにおいては，労働　般の普遍的規

定は同時に「自己獲得」労働の規定でもあるとされているのであり ，その「自

己獲得」労働は，ｒあらゆる形態の疎外労働の類として ，それらに対しては ，

それ自身，又一つの種として関係する」とされる 。即ち ，「自己獲得」は「自

己疎外」の「普遍的本質，真理」であり ，「自己疎外」は，そのあり方を解消

して ，必然的に「自己獲得」の「全面的実現へと向かわざるをえない」（［５７１

２４頁）関係にあるということである 。それは「全ての杜会形態に共通する労働

　般の規定」であると同時に，又「一つの特殊杜会的形態の労働，杜会主義的

労働の規定」でもあるのであり ，そのようなものとして労働は，「疎外から疎

外の止揚にむかわざるえない，必然的な運動」（［５７１３０頁）として規定される

ことになるということである 。

　鈴木氏は，『草稿』におげる労働か，「人間か現実的にその全ての類的諸力を

外を出すこと」として規定され，その労働によっ て「人間が一つの類的存在と

しての実を示すこと」（［１５１２１６頁）が可能になると把握されるというそのこと

　　　　　　　　　　　　　　　　（８５８）
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か労働を「具体的普遍」において把握するものであるとされるのてある 。それ

故，マルクス が労働概念におげるへ 一ゲル主義を払拭するのは，「労働の具体

的諸形態から ，労働そのものの抽象的な基体を，『永遠の自然的条件』にまで
，

分離し抽出する」ことによっ てであり ，「特定の歴史的杜会形態とは全く無関

係な，その意味で純粋に『永遠の自然的条件』」（［５７１３２頁）として規定される

「抽象的人間労働」 ，「単純な労働過程」 ，「杜会的労働」等の諸概念を析出する

ことにおいててあるとされる 。換言すれは，労働か具体的有用労働と抽象的人

問労働との二重性において把握されることによっ てへ一ゲル的な「否定にとり

愚かれた抽象的普遍」を脱却することかてきたということである 。とはいえ ，

そのような脱却は古典派経済学の批判的摂取を媒介としてはじめて可能であ っ

たのである 。マルクスは，資本主義における労働の現実的弁証法を，古典派と

の対決を通じて獲得したのであり ，それによっ てへ 一ゲル的な労働の一面的把

握を克服することができたのである 。

　塚本健氏は，『草稿』では，「労働は労働時間の問題として論じられていない

ため，結局，人間労働は，本来は，肉体的欲望から自由てあるかのようにとか

れている」（［３１１８４頁）のであるが，しかしそのような労働は剰余労働時間に

限られるのであり ，それ故，『草稿』における労働観は，「剰余労働を労働　般

と置き換えて剰余労働が人間の本質であると言い換えたものに他ならない」

（［３１１８５頁）のであり ，そこには「労働を労働時間として問題にしない人間学

的考察方法の限界」（［３１１８４頁）か存在しているとされている 。『草稿』におけ

る労働概念の「限界」とは，労働が剰余労働の特質と同一視され，必要労働の

側面が「無視」される結果にな っているということである 。

　必要労働 ・剰余労働という概念は，労働を量的に考察することによっ て獲得

されたものであり ，『経済学批判要綱』においてはじめて定式化されるもので

ある 。労働か量的関係において把握されることによっ て， 「疎外された労働」

が必要労働と剰余労働との対抗関係におけるものとして把握されることになる

のてある 。この労働か量的関係において ，必要労働と剰余労働とにおいて把握

されたことによっ て， 剰余価値を剰余労働の対象化として把握するためには ，
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時間的継続のみを問題にする抽象的人間労働が質的内容に関わる具体的有用労

働から区別され必要が生じたのである 。その意味では，剰余労働が一つの概念

として確立されたことは，『草稿』とは相違する労働概念の成立である 。しか
し， 労働の普遍的規定それ自体がそこで何らかの変更を受けたということでは

ない。ましてや塚本氏の誤解されているように『草稿』において人問存在の

「受苦的」側面が「無視」されているということではない
。

　（Ｃ）《労働と「自然の対象的能動性」について》

　労働を「人間の本質」として捉えることは，人間観の根本的な変革を意味す

るものであ ったが，それは同時に自然観の変革を伴わずにはおかないものてあ

る。へ 一ゲルは，「人間の本質」を労働として捉えながらも ，その自然観を変

革させるに至らなか ったところに限界が存していたのである 。マルクスは，そ

の新しい自然観を「貴徹された自然主義或は人間主義」（［１５１１４８頁）としたの

である 。人間をこの新たな自然観において捉えるとき ，労働を「人間の本質」

として規定することの思義がより明確にされうるものといえよう 。労働とは一

面では人間の生活手段であり ，生きるための欲求に強制されるものであるが ，

それと同時に人間の「生命活動」そのものである 。この労働における人間の

「生命活動」そのものとしての側面こそは，「人間が人間としてもっ ている人問

的な生命諸力のうちにあるその本質そのものの発現であり ，従 って又，人間か

ほかならぬ人間として生きてあることを何にもまして紛れもなく明確に示すそ

の基準となる ，人間に固有の活動形式にほかならない」（［１３１１５６頁）のである

か， そのことの理論的根拠を明確にすることかここての課題である 。この問題

への接近を有尾善繁氏の所説を検討することを通して行ってみることにする 。

　結論から先に言えば，人間を「一個の自然」として捉えることを徹底させる

ということであり ，その自然を「対象的に能動的な存在」として捉えるという

ことである 。有尾氏は，この自然における対象的，能動性こそ「一定の矛盾を

介して行われていく自然におげるその発展をも含めた一切の変化と運動に先立

つもの」（［１３１１７８頁）として ，いわぼ弁証法の前提をなすものであるとされる 。
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それ故，「人間＝自然：対象的活動ということのなかにこそ科学の統一の核心

が求められ」（［３７１２５７頁）るのであり ，マルクスの「へ 一ゲル批判の核心」も

「自然の対象性と主体的 ・能動的諸連関に媒介されることなしに人間をも含め

た自然的世界の変化と発展の必然性」（［１３１１７９頁）を明確にすることにこそ存

していたとされる 。

　有尾氏は，「自然そのものの本質としての，その種差に応じた対象的能動性

のうちに，不断の新たな世界形成の働きそのもののうちに」（［１３１１６６頁），労

働が「人間の本質」として規定されることの根本の理論的根拠か存するとされ

るのである 。その際，有尾氏が問題にされるのは，人間は根本の本質において

自然そのものであるということ ，自然としての人間の本質は「一つの主体的な

対象変革活動」（［３７１２５８頁）＝ 労働であるということ ，この両者を本質的で必

然的な関連において把握するということである 。それは換言すれば，人間のも

つ主体的な能動的な側面を自然の根源性において解明するということてある 。

　有尾氏は，自然は，無媒介的にそれ自体として主体的存在てあるとされ，自

然を一個の物質として規定され，物質の対象的，能動的性格を問題にされる 。

「物質とは意識から独立した感性的な存在ではあるが，しかし，物質はこのよ

うなものとしてある限りでは，それは常に一個の対象的存在としてあ って ，自

己の外に，自己と相対時して存在している他の物質に働き掛けて ，それを他の

物質に変えていく ，一個の能動的で主体的な存在であることをその根本の本性

とするものである」（［９６１１８２頁）ということである 。そこでは自然，従 って物

質が「対象的な存在」として把握されることが決定的に重要なのである 。自然

は「対象的な存在」であるか故に，能動的で主体的な存在として規定されると

いうことである 。

　大井正氏は，マノレクスが「対象的な活動」において「労働」概念の「基本的

な要因を把握している」（［４５１７１頁）ことにその理論的特徴があるとされる 。

「対象的」とは，それが「自然」においてあり ，「自然」において働くというこ

とを意味している 。それは「自然」を基礎にし ，「自然」を追求し ，そこから

人間か把握されているということである 。人間の「外化」を「対象的な活動」
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として捉え，その「対象的な活動」を「自然」において捉えることにマルクス

の労働把握の特徴が存するということである 。

　然るに，マルクスの自然観においては「感性的な自然そのものを，他の自然

に前提されつつ，それを対象とした一定の能動性と活動性を備えた個 々の自然

としてとらえ」（［１３１１５８頁）られているとされる 。自然のみが自然に対して直

接働き掛け，それを変えていくことができるという「対象的能動的な存在」と

して規定されるということである 。「感性的 ・現実的 ・対象的」に存在すると

いうことと ，「対象的能動性」ということとは，「不可分でかつ無媒介的な統一

と一定の相互連関のうちにある」（［３７１２８４頁）ものとして捉えられているので

ある 。「感性的 ・現実的な存在」としての最も本質的な規定性は「対象性と対

　　　　　　　　　　　　　３）
象的能動性」ということである 。

　人間をその本質において「一個の感性的な自然存在」として捉えることこそ

がマルクスの『草稿』における理論的特徴である 。そのことから ，有尾氏は ，

人間の活動を次の三点において特徴づげられる 。第一は，「一定の活動をその

根本の存在様式となし，本性としている」ということ ，第二は，「その活動は ，

本質的には自己の外に自己から独立して存在している他の自然的諸対象に働き

かげてそれを変化させるところの，エネルギ ーに満ちた，能動的で対象的な活

動である」ということ ，第三は，「その活動は，当の活動の対象としての人間

を取り囲む物質的な諸条件に制約され，前提されたものである 。その対象への

活動は常にその対象としての他の自然の存在に前提され，制約されている」

（［３７１２５３頁）ということである 。かくて ，「特殊な人間的自然と他の自然との

特定の関わり合いのなかで行われる人間に固有の本質的な活動，人間における ，

人間に特殊な形態での対象的活動が即ち労働である」（［３７１２５３～４頁）とされ

るのである 。労働とは人間が自然に対して目的意識的な変革活動を行うことで

あり ，その「人間特有の形態での働き掛け」（［３７１２５２頁）であるが故に，人間

の最も本質的な活動様式であり ，生存様式とされるということである 。この労

働が人間における最も本質的な生存様式として把握されることを根拠としての

み， 労働が人間形成の源泉であり ，一切の人間的能力の発現であるとして規定
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されうるのである 。

　かくて ，有尾氏は，「人間的に本質的な欲求」とは，「生活創造を目的とした

対象的活動としての労働への欲求」てあり ，この労働においてはじめて「人間

は人間としてのその自己実三馴こよる ，家庭にあるかのような安らぎと ，最も深

い心からの喜びを手にしうるものとなる」（［１３１１６３頁）とされる 。労働は ，

「人間以外の他のものの享受ではなくて ，人間自身による生きた人間の自己享

受にほかならず，それ故にこそ人間に対して人間として生きてあることへの真

の人間的な喜びを与えるものである」が，それと同時に「人間における『生命

のランプに油を注ぐ』ものともなり ，この生命のランプを更に激しく燃え立た

せる ，生きることへの情熱の源泉ともなる」（同前）のであり ，そこに労働の

人間に対してもつ根底的な意義が存することが確認されるのである 。

　ところで，有尾氏は，労働が人間における「正常な生命活動」でありうるた

めには，「それなりの物質的諸条件を必要とする」（［１３１１７１頁）とされ，それ

は次の三つの条件であるとされる 。０「一定の物質的 ・時間的諸条件が必要な

だけ充たされているということ」 ，　「人間における本質的な諸機能を全面的

に働かせて行われる人間的に多面的な対象的活動であるということ」 ，　「外

的合目的性に規定された形での強制労働でないということ」（［１３１１７２～３頁）。

　有尾氏は，これらの必要諸条件の欠けているところにおいては，労働はそれ

を行う上において ，「一定の困難を伴 ったものとなる」（［１３１１７１頁）のであり
，

その場合の労働は，「多くの苦痛を伴 ったもの」となり ，「自己の生活を維持す

るために行わざるをえない，単なる生活手段にすぎないもの」（［１３１１７３頁）と

なるとされる 。しかも資本の支配の下での現。実におけるあらゆる労働がそのよ

うな諸条件を備えた人間における「正常な生命活動」として行われてはいない

のである 。それ故，そのような疎外された状況における労働から「労働のもつ

真の姿」（［１３１１７４頁）を回復することは歴史的必然であるとされている 。

　ここで，「労働の本質的 ・普遍的規定」→「疎外された労働」→「労働の真

の姿の回復」として捉えることの形式的 ・抽象的把握における問題点は別とし

ても ，有尾氏が，「労働が真に人間にとっ ての欲求として魅力ある活動となり ，
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喜びとなりうるには，それなりの物質的諸条件を必要とする」（［１３１１７１頁）と

されていることか問題てあるといえよう 。労働か人間の生命活動そのものとし

て規定されるということは，それを実現する物質的諸条件の存在とは関係のな

い問題として ，そのようなものとして労働の普遍的な規定てあ ったのである 。

普遍的規定の実現に際して ，物質的条件か必要てあるとすれは，その条件の充

足自体が「労働のもつ真の姿」の実玩を規定することになる 。労働が「人間の

本質的な生命活動」であるということは，労働がどのような条件で行われるか

に関わらず，それは実現されるものとして，それ故に普遍的とされるのである 。

「疎外された労働」において ，資本支配の強制労働の下においてそれは貫徹す

るものとして普遍的な規定なのである 。

　マルクスは，『草稿』において「例え疎外された姿においてであろうと産業

を通じて生成するような自然は，真の人間学的な自然（本性）てある」（［１５１

１５７頁），「発達した産業によっ て， 即ち私的所有の媒介によっ てはじめて ，人

間的情念の存在論的本質がその総体性並びにその人間性において生成する」

（［１５１１９４頁）としている 。疎外された下であるとはいえ，「主体的人間的な感

性の富」 ，「人間的な本質的諸力として確証される諸 々の感覚」が「発達」され ，

「産出」（［１５１１５４頁）されるということは，まさしく労働が「人間の本質的な

生命活動」であり ，人間の生存様式であることにその根拠があ ったのである 。

マルクスが問題にしたのは，疎外的状況にある労働者の姿だげではなく ，その

ような状況にありながら ，なおかつ人間的成長を遂げるその根源とはなにかと

いうことであ ったのである 。それは本来的労働を実現する条件が存在しなげれ

ば， 労働を通しての人間的成長がありえないということではない。疎外的状況

においても労働の普遍的本質か何らかの形て実現されるが故に，労働者は強制
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（皿）労働と「自由と必然」一『草稿』から『資本論』へ一

　『草稿』においてマルクスは，へ 一ゲルに依拠して労働を「人間の本質」と

して規定したのであるが，そこでは，労働とは，０「生命活動，生産的生その

もの」（［１５１１０６頁）であり ，　「人間が外化の内部で或は外化された人問とし

て対自的になること」（［１５１２１７頁）であり ，　「人間の自己産出の行為或は自

己対象化の行為」（［１５１２３４頁）であるとされているのである 。マルクスは，労

働を自己を確証する人間の存在様式として把握していたのである 。それはマノレ

クーセによれは，労働を「類的生活」の「対象化」として把握し ，労働の中に

こそ「特殊的に人間的な　般性か実現されている」（［１４１４２頁）ものとして把

握するということである 。マルクー ゼは，マルクスの把握している労働は ，

「外在化され物化された活動としての労働」ではなく ，「全面的な自己実現及び

発現としての労働」（［１４１５９頁）であるとしている 。人間は，労働において ，

従っ て「対象的世界の加工形成」のなかで「現実的に，一つの類的存在として

の実を示す」（［１５１１０７頁）ことができるということであり ，労働を通して人間

的な存在が自己を現実化し ，確証するということである 。

　ところで，この労働を人間の「自由な意識的活動」（［１５１１０６頁）として ，

「普遍的で自由な自己実現」として規定するというような労働観，労働の本質

的規定は，初期 マルクスにのみ存在するものではなく ，『資本論』においても

継承されているのである 。経済学批判の体系としては，労働価値論が未成立で

あることによっ て方法論的に『草稿』と『資本論』との間では決定的な相違か

あり ，その意味では両者の間に断絶が認められるとしても ，その根底において

両老を貫く赤い糸が厳存しているのである 。「無縁な諸力」への屈従から人間

生活を解放することに関して ，初期においても後期においてもマルクスの思想

には些かも「認識論上の断絶」は存在しないのてある 。それ故，問題にされね

ぱならないことは，『草稿』において獲得された「人間の本質」としての労働
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というその普遍的規定が，『経済学批判要綱』におげる労働の量的把握の深化 ，

剰余価値論の展開等を媒介として『資本論』において如何なるものとして継承

されているのかということである 。

　哲学的，人間学的労働概念は，経済理論の基礎的規定てある 。しかし経済理

論においては，「経済的労働」として ，従 って「活動としての労働」として労

働の概念が狭く限定されることによっ て， 従っ て「労働概念が経済的次元にお

しやられ，そこに定着され」ることによっ て， 「労働の意味の転換カミ生じ」

（［１４１１４３頁）ていることが留意されねぼならないのである 。そこでは改めて ，

経済理論は，「人問の実践そのものを主題として含む」（［１４１１４２頁）ものとし

て展開されねぼならないことが再確認されねぼならないのである 。商品と価格

を主題とする経済理論において ，人間学的労働概念に内在する「人間的労働て

あるという結合的契機」（［１９１２６２頁）が積極的役割を演じる余地がないとすれ

は， 経済理論展開に際して ，前提とされるへき労働の概念把握は，哲学的，人

間学的次元においてなされておかねはならないのてある 。それ故，マルクーセ

は， 「歴史的 ・人間的な定在そのものの見取り図を視野におさめ，それを獲得」

しうるものとしての経済理論でなければならないとしたのである 。

　『資本論』において労働が如何なるものとして把握されているかということ

自体固有のテーマをなすものであるか，ここでは第一部第５章と第二部第４８章

における労働観を検討するに留める 。

【労働の普遍的規定】

　『資本論』の第一部第５章の労働過程論において展開されている労働観は ，

基本的には『草稿』において獲得された労働の本質的規定てあり ，労働におい

て人間の本質（能動的で自由な主体，杜会的存在）をみるという規定であり ，そ

の規定を具体的に，且より普遍的に展開したものてある 。そこでは労働につい

て四点が指摘されている 。労働とは，第一に「人間と自然との間の一過程」で

あり ，人間と自然との物質代謝過程を「媒介し ，規制し，制御する」活動であ

る。 人間が「一つの自然力」として自然素材に相対するものであるとされるこ
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とによっ て， 人間も自然の一部であることが明確にされ，労働過程は，先ずも

って自然必然性の支配する領域として規定されるのである 。第二は，その労働

を通して人間は，一方では自分の外の自然に働き掛げそれを変化させ，他方で

は「自分自身の自然（本性）」を変化させ，「彼自身の自然の内に眠っている潜

在能力を発現させ，その諸力の活動を彼自身の統御に服せしめる」（Ｋａｐ
．１ ，１８５）

ということである 。人間は，労働において「自然的なもののうちに，同時に彼

の目的を実現」し ，「物の機械的，物理的，化学的諸属性を利用して ，それら

を彼の目的に応じて，他の物に及ぽす力の手段として作用させる」（Ｋ・ｐ

１， １８７）ことによっ て， 「自然的なものの形態変化」を引き起こすのである 。こ

こての変化は，人間の外的自然と内的自然（本性）の両面におけるものてある 。

労働が対象を獲得しつつ，人問の人問としての豊かなあり方を実現するものと

して規定されているのである 。しかし，そこでは同時に人間の自然への働きか

けとして ，労働が人間自身の本性の内に潜む本質的諸力の発現という能動的性

格において特徴づけられるということが重要なのである 。それは客体と主体と

の相互作用において主体たる人間が，能動的役割において ，活動的存在におい

て現れるという認識を前提としているのである 。それこそがへ 一ゲルを止揚し

た『草稿』においてマルクスか獲得した労働についての基本的な視点であ った

のである 。第三に，これまで規定された属性における労働は，「人間生活の永

久的自然条件であり ，従 って ，この生活のどの形態からも独立なものであり ，

むしろ人間生活のあらゆる杜会形態に等しく共通なものである」（Ｋ・ｐ
．１ ，１９２）

ということである 。労働は，全ての杜会形態から独止した存在条件として ，人

間と自然との間の物質代謝の「永遠の自然必然性」（Ｋ・ｐ．１ ．４０）として規定さ

れているのである 。第四は，労働か構造的に把握されているということである 。

労働を「構想，実行，評価」において構造的的に規定するということである 。

自然的な形態変化とは同時に目的を実現することであり ，その意味で労働は目

的意識的活動なのである 。そこで論じられている労働の目的意識性について ，

藤野渉氏は，それは「人間的価値の総括的表現としての自由」と連関している

のであり ，「必然性の認識にもとづく ，目的意識的労働による ，意識された目
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的の意識的実現こそ，人間的自由の実現の原型である」（［９１１１８７頁）という思

想をそこに見出すことができるとされている 。

　『草稿』においては，労働は，「人間の自由で意識的な活動」として規定され

たのであるが，『資本論』ではその「自由」とは，一方では「人間の能力の営

みに対する制御」の面にかかわるものとして，他方では「人間と自然との物質

代謝の制御」の面にかかわるものとして ，この二面の制御におけるものとして

実体的に把握されているのである 。

　更にマルクスは，労働力とは，「一人の人間の肉体即ち生きている人格の内

に存在していて ，彼が何らかの種類の使用価値を生産するときに運動させる肉

体的 ・精神的諸能力の総体のことである」（Ｋａｐ１１７５）としている 。労働とは ，

人間における肉体的 ・精神的諸能力の「総体」の発現てあり ，人間は「人間的

な生命発現の総体として現存する」（［１５１１５０頁）ということであるが，それは

同時に労働は，人間の本質として ，「自己実現」 ，「自己表現」として把握され

るということでもある 。かくて ，労働は人間における生活手段としての活動に

すぎないものではなく ，人間にとっ ての本質であり ，「生命の発現」それ自体

としての「正常な生命活動」（Ｋａｐ．１ ．５１）として規定されるのである 。

　しかし，そこでの労働概念が，『草稿』と決定的に相違しているのは，人間

の労働過程を動物の活動と決定的に区別するものは「労働手段の使用と創造」

（Ｋａｐ
．１ ，１８８）であるとされていることである 。労働手段が概念的に確立される

のは『経済学批判要綱』においてである 。労働手段とは，「労働がその中で行

われる杜会的諸関係の表示器」であるとされる 。労働手段において人間の認識

の度合いの，従って科学の発展水準の表示を見ようということである 。「道具

の使用と創造」こそは，人間の動物的群居生活から杜会的生活への転換をもた

らした基本的契機てある 。道具の使用を通して ，労働は目的意識的性格をもつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
活動として生成し，労働の杜会的性格が必然化せしめられるのである 。

　かくて，『資本論』はその体系の端緒において，人間を自然の一部として規

定し，人間と自然との媒介活動を労働として把握しているのであるが，そこに

『草稿』における労働概念がより　般的，抽象的に展開されているのをみるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　（８６８）



　　　　　　　　　　　労働と人間（ｕ）（高木）　　　　　５１

とができるのである 。しかし，それは同時に経済理論における ，従 って「経済

的労働概念」か立脚しなけれはならない基盤か設定されているということでも

ある 。

【「必然の国」と「自由の国」】

　第二部第４８章は，ｒ三位一体範式」について論じたものてあるか，その冒頭

箇所において論じられている労働観は，『経済学 ・哲学草稿』との関連を考え

た場合，それほど単純ではない。そこではまず，剰余労働は，　般的には「与

えられた欲望の程度を越える労働」であり ，「災害に対する保険」として ，「欲

望の発達と人口の増加とに対応する再生産過程の必然的な累進的な拡張」の元

本として ，如何なる杜会形態においても不可欠なものであるとされ，資本は ，

それを「等価なしで手にいれ」るのであり ，「どんなにそれが自由な契約的な

合意の結果として現れるようとも ，その本質から見ればやはり強制労働であ

る」とされる 。次いて ，マルクスは，剰余労働の増大に資本の文明的側面をみ

ている 。剰余労働はそれ自体として，「生産力や杜会的関係の発展のため，又

より高度な新形成のための諸要素の創造のため」としての意味をもつのであり ，

「杜会のより高度な形態において剰余労働を必要労働時間（＝物質的労働一般に

費やされる時間）のより一層の縮小と結び付けることによっ て， その物質的手

段と明牙的条件を作り出す」ことができるということである 。剰余労働か必要

労働短縮の条件を創造する手段として利用されることか，「杜会のより局度な

形態」を生み出すことになるということてあり ，剰余労働のいわば本質的規定

が文明的側面としてそこでは与えられているのである 。

　しかし，「杜会の現実の富」や「杜会の再生産過程の不断の拡張の可能性」

は， 剰余労働の時間的長さに依存するのてはなく ，その「生産性」に，「それ

が行われるための生産条件が豊富であるか貧困であるか」に依存している 。杜

会発展の元本は，剰余労働において与えられるとはいえ，剰余労働時間の絶対

的長さが基底的な問題ではないということである 。

　次いで「必然の国」から「自由の国」への転化が問題にされているのである

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８６９）
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が， そこでは同時に労働観についても言及されているのである 。「自由の国」

とは，「必然の国」の彼方にあるのであるが，「窮乏や外的合目的性」に規定さ

れた労働が廃棄された時に始まり ，「玩存の物質的生産の領域」の「彼岸」に

あるとされる 。この「自由の国」において廃棄されることになる労働とは，労

働般ではなく ，ｒ疎外された労働」のことである 。ｒ疎外された労働」が廃止

されるということは，物質的生産のあり方が「現存」の方法とは相違するもの

に， 従って人間の意志による制御の過程へと車云化することを前提にして達成さ

れるのである 。マルクスは，そこでは「自由の国」において物質的生産それ自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）体が廃止され，労働が廃止されることは必然であるとしているのではない 。

　「疎外された労働」の廃棄か達成されるためには，「杜会化された人間，結合

された生産者たち」が，人間と自然との「物質代謝を合理的に規制し自分たち

の共同的統制のもとにおく」（Ｋ・ｐ．３，８２８）ということが必要であるとされる 。

物質代謝を「力の最小の消費によっ て， 自分たちの人間性に最も相応しく最も

適合した条件」のもとで行うということは，技術学や自然科学を生産過程に意

識的，計画的に応用することによっ てのみ可能となる 。杜会的生産過程が資本

という盲目的な力に支配されるのではなく ，個 々人が生産に能動的，積極的に

参加し，生産活動を組織することによっ て彼等の意志に支配されるようになる

ということである 。「人間性に最も相応しく最も適合した条件」のもとで，生

産を共同において，計画，制御するということは，資本関係を廃絶することに

よっ てのみ可能となるのであるが，そのことによっ て「現存」の物質的生産の

「彼岸」が招来されるということである 。「必然の国」から「自由の国」への転

化は，エンゲルスの言うようにｒ飛躍」として把握されねぼならないのであ
７）

る。

　ところで，マルクスは，人間の自然との格闘は，普遍的であり ，「必然性の

国」の拡大も必然的であるとしている 。

　「自分の欲望を満たすために，自分の生活を維持し ，再生産するために，自

然と格闘しなけれぼならないが，…しかもどんな杜会形態のなかでも ，考えら

れるかぎりのどんな生産様式のもとでも ，そうしなければならないのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８７０）



　　　　　　　　　　　労働と人間（ｎ）（高木）　　　　　５３

彼の発達につれて ，この自然必然性の国は拡大される 。というのは，欲望が拡

大されるからである。しかし又同時に，この欲望を充たす生産力も拡大され

る」（Ｋａｐ．３ ，８２８）。

　労働の，従 って人間存在の自然的制約性は，「どんな杜会形態のなかでも」 ，

「どんな生産様式のもとでも」存在するのであり ，換言すれば生産力がどのよ

うに上昇し，杜会的生産過程に対する人間の支配が完全になるとしても労働そ

のものは決して消滅することはありえないということである 。「真の自由の国」

の構想を論じるに際してこのことが先ず確認されたのである 。必然性はどこま

でもただその上にのみ真の自由が展開される土台として存続するのである 。マ

ルクスは，労働に対する自然の制約性を確認することによっ て， 「真の自由の

国」という理想的状態の杜会において労働が消減するものとして理解されるこ

とを予め封じたものであるといえよう 。

　ここでマルクスは，人間のｒ発達につれて」，「欲望が拡大され」 ，ｒ生産力も

拡大される」としている 。この発展する人間的諸必要を充たすこと ，その方向

へと杜会を意識的に促進することこそか，人間の本性の実現において基本的に

必要とされるということである 。杜会的生産の規模拡大の誘因こそが，杜会の

各個人の自由拡大の前提に他ならない。それはマルクスがか って「全歴史の根

本条件としての歴史的行為」の第一のものは，人間の生きるための「要求を充

たすための諸手段の産出，物質的生活そのものの生産である」が，その第二の

ものは，「この最初の要求が充たされたこと自体が，要求を充たす行為と既に

手に入れている要求を充たすための道具とが，新しい諸要求へ導く」というこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
とであり ，「新しい諸要求のこうした産出」であるとしたことである 。

　平田清明氏は，この「欲望の拡大」＝「自然必然性の王国」の拡大の過程は ，

「それ自体のうちに，人間の欲望の発展を，そしてまた，人間的願望＝道徳感

の発展を，総じて ，人間的自由意志の展開を，包含している」（［１２１４６５頁）と

されている 。いずれにしろ，人間はその発達とともに自然との格闘がなくなる

のではなく ，より多くなるのであり ，生産の必要性が拡大するということであ

る。 それは物質的生産の領域か普遍的であると規定されるそのことに他ならな

　　　　　　　　　　　　　　　　（８７１）
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【「真の自由の国」の構想の意義】

　マルクスは，杜会的生産過程の意識的，計画的制御によっ て達成される自由

は， 依然として「自然必然性の国」における自由でしかないとして ，それ故 ，

人間の本来的自由が実玩されるためには「真の自由の国」への転化，発展が不
　　　　　　　９）
可避であるとする 。

　「真の自由の国」は，「必然性の国をその基礎として ，その上にのみ花開く」

とされる 。そこでは，「自己目的として認められる人間の力の発展」が始まる

とされ，そのような「真の自由の国」が実現される根本条件は，「労働日の短

縮」であるとされる 。それは，一見したところ「謎と魅惑に満ちた」（［８５１６６

頁）構想のように思われ，これまても多くの論者によっ て， 共産主義のより高

度な段階を指示するものであり ，「それ自身の基礎の上で発展した共産主義杜

会」のこととして問題にされてきたのである 。しかし ，「真の自由の国」は ，

理論的には「本質的に一つの極限構想」（［２７１２７３頁）としての意味をもつもの

である 。Ｅ ．フロムは，「人間が自分の物質的欲求の面倒を見なくてもよいと

いう天国のような状態は，技術的幻想てある」（［９７１１６３頁）であるとする 。フ

ロムは，「エリートだげが働く特権をもち，大多数の人間は消費に精をだすと

いうこと」は，「大多数の人間を奴隷の地位に，それも自由な人間だけは労働

を含む充実した生活を送る権利をもっ ているのに，彼等は無責任な役に立たな

い寄生動物となるという逆説的な意味ての奴隷の地位に，転落させることにな

る」（同前）とするのである 。　「真の自由の国」は，フロム が心配するような

「技術的幻想」ではなく ，労働とは本来何であり ，人間にとって何を意味する

かを明確にするために，自然や杜会等からの一切の外的強制を受けないという

極限的状況を想定するためのものであ ったのである 。そのような状況における

労働の形態を明らかにすることによっ て， 労働の最も本質的な規定とは，「自

己目的として認められる人間の力の発展」であるとされたのである 。「真の自

由の国」の構想にそれ以上の何らかの現実的意義を認めようとすることから ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（８７２）
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幾つかの混乱が生じたのである 。

　Ｅ ．フィッシャー は， 「真の自由の国」という極限状況を想定することに積

極的意味が見出されるのは，「労働の創造的な性格」をその「根源において認

めること」（［９２１２３頁）ができるからであるとして ，「真の自由の国」とは，人

間が自然的必要から「自由にな ってはじめて真実に生産を行う」ということで

あるが，それは「いまだに到達されざる状態或は特発的にしか到達されていな

い状態，つまり労働がもはや強制でも苦難でもなく創造的な能力展開であるよ

うな状態の先取りである」ところに意味があるのであり ，しかし ，「このよう

な労働の創造的な性格を既に根源において認めることは，労働する生物として

の人間が内に潜めている無尽蔵の可能性を発見することであ った」（［９２１２５～６

頁）としている 。「富は，人間の創造的才能の絶対的発現以外のなにもの」（Ｇ・

３８６）でもないとすれぱ，更には「労働の創造的な役割が他の一切の問題に対

する鍵」（［９９１１９６頁）であるとすれぱ，「労働の創造的性格」をその基底にお

いて確認しておくことは決定的に重要であるといえよう 。

　「真の自由の国」が現実的意義をもつとされる場合，問題になるのは，自然

必然性の上に築かれるｒ自由の国」と ，それとは質的に相違するものとされる

「真の自由の国」とにおいて労働概念が転換していることについてである 。そ

れは「自己目的として認められる人間の力の発展」を，労働の実現されるべき

極限的な内容として把握するのではなく ，非労働のこととして把握するという

ことである 。その場合，「真の自由の国」においては労働はその本来的性格を

失うことになり ，非労働においてこそ人間の自己実玩が可能であるということ

になる 。以下では，その点を若干の論者によっ て見ておこう 。

　梅本克己氏は，「自己目的」としての人間活動とは，「労働」という「名のも

とに刻印された一切の強制の痕跡を去 っている」（［８４１７７頁）ものとして把握

されるものであり ，労働活動によっ て完全に充たしえない「人間の完全な自己

実玩，諸能力の全面発達としての自由」（［８４１４３頁）を実現する活動として規

定されている 。梅本氏は，労働活動においては，人間の自己実現は完全ではあ

りえないが故に，労働におげるような強制関係におげる活動とは異なる活動を

　　　　　　　　　　　　　　　　（８７３）
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想定されることによっ て， 「人間の完全な自己実現」が可能になるとされてい

るのである 。そこから非労働こそが「真の自由」を実現するということまでは

ほんの一歩である 。

　平田清明氏は，「真の自由の国」においては，「人間的諸力能は，その基礎た

る本来的物質生産に反作用する 。後者は自己目的としての前者の反作用によっ

て， 受苦としての労働を，労働力能の自己享受としての働きたらしめる 。つま

り， 労働における受苦と享受との対立を揚棄させる」（［１２１４６８頁）とされてい

る。 しかし ，そこで対立を揚棄された労働は，どのような形態におけるものと

して構想されるか，更には労働とは異なるものとして現象するのかは明確では

ない 。

　「真の自由の国」が「極限構想」として意味をもちうるのは，そこでは労働

の普遍的性格が明確にされるということにおいててある 。そこにおいて労働か

「人間の本質」として規定され，自己実現の活動であるということは，具体的

にはどのような意味と内容におけるものかを明らかにすることができるという

ことである 。労働ではない人間活動においてこそ人間的本性が実現されるもの

とすれぼ，労働はその極限状況においては否定されざるをえないのである
。

　「真の自由の国」においては，「労働そのものが生活の第一の要求」となるの

であるか，それは人間か「労働を自己の肉体的精神的諸力の自由な運動として

享楽する」（Ｋａｐ．１ ，１８６）ことができるということである 。林直道氏は，そのこ

とは「労働はあたかも体力の弛緩をふせく“ための ，体操なみのもの，それでい

て杜会生活成立の第一前提を失わないもの…に変質する」ことであるとされる 。

しかし ，同時に，「人間が労働から解放される時間が多くなれぱなるほど，そ

れだけ多くの人間は，教養を積み，学問研究に携わり ，生を享受するとともに

人間的に向上することができるようになる」とされ，「人間生活における労働

そのものの負担を決定的に縮小」し，「杜会をして真に人間的なものたらしめ」

（［９３１１９１頁）る段階こそが「真の自由の国」の実現であるとされる 。林氏は ，

労働はその負担的性格の故に，決定的に縮小されねばならないのであり ，労働

の決定的な縮小によっ て学問，体育等が人間本来の生活となり ，そこに真の」

　　　　　　　　　　　　　　　　（８７４）
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人間的発展がもたらされるとされるのである。それは結論的には，労働に「真

の」人間的発展の根拠を求めるのではなく ，それとは別のものとしての学問 ，

体育等に求めるということである 。

　有尾善繁氏は，労働が「第一の生活欲求」となるということは，「労働が自

己目的的に行われうるということ」 ，「労働が自由な活動となることによっ て，

労働過程を含めた人問の全生活過程か全面的にそれ自体を目的とし，遊ぴとし

て営まれる自由な活動の過程となる」（［９５１１７６頁）ということであるとされる
。

労働がその内容と形式において全面的に自由な活動となるということは，「全

体としてのその内容においては，科学に媒介された理性的で，かつ高度に創造

的な活動としての芸術的な活動」（［９５１１８５頁）となるということである 。労働

は， そのような究極の形態において遊びであり ，芸術的活動であるということ

である 。それは労働に遊び的要素が含まれることを認めるということである 。

　芝田進午氏は，「真に自由な国」においては，労働時間そのものが「自分の

ための時間」となり ，従 って「自由な時間」となるのであり ，労働時間を短縮

することによっ て， 「非労働時間と労働時間」を共に「自由な時間」にかえる

ことになるとされる 。即ち ，「共産主義では，労働時間は全て『自由な時間』

となる」（［８９１３９７頁）ということである 。しかし，労働時間そのものがそこに

は存在しないとしても ，人間の生活時間が全て「自由な時間」となるというこ

とは，個人的生活も杜会的生活もそこには何らかの区別も存在しないというこ

とに他ならない 。

【柴田敬氏の問題提起】

　第４８章における労働概念を『草稿』におけるような労働の本質的規定と決定

的に相違するものとして ，比較的早い時期に問題にされたのは柴田敬氏である 。

柴田氏は，労働とは「人間と自然との間の一過程」であり ，「真の自由の領域」

においてこそ「自己目的として認められる人間の力の発展」が始まるとする第

４８章におけるような労働観は，「人間の自己否定を生産的活動の領域だけに限

定されたものと解釈しなおした」ものであるが，そのような新解釈こそは「ま
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さに人間を自動的加速機構の中に滅入り込ませずにはおかぬものである」

（［８３１２３頁）とされる 。柴田氏は，マルクスは『資本論』において『草稿』に

おげる労働概念とは相違して，労働の手段性は避げ難いので，「労働以外のと

ころで人間の自由が得られる」ということ ，「必然法則の支配する世界の外側

へ逃れ出たところではじめて人間の自由が得られる」ものとするということ
，

そのように理解するようにな ったのであり ，それは「目的と手段とを平面的に

対立させていたこと」 ，「手段には嫌悪感がつきものだ」（［８３１２２頁）と頭から

きめていたこと ，という二つの理由によるものであるとされる 。

　次いで，柴田氏は，労働以外の非労働においてこそ人間の自己実現が達成さ

れるというような労働概念について，「もし人間が生産的労働をすることにお

いて人間としての誇りと感激と自由とを感じえず，生産的労働の痔外に逸脱し

たところでそれを求めようというのなら，とうしてその要求を真に達成するこ

とができるだろうか」（［８３１２１頁），「生産的労働をしている時に誇りも喜びも

自由観も持ちえない人間が，消費生活でその誇りと喜びと自由観を持ちうるで

あろうか」（［８３１２４頁）と ，それ自体としては極めて当然の指摘をされたので

ある 。そこで当然問題になるのは，柴田氏の指摘されるようにマルクスは ，

『草稿』から『資本論』に至る過程で，基本的な労働観を転換させたのかとい

うことである 。『草稿』では，労働は「人間の本質」であり ，「自己実玩の活

動」として規定されたのであるが，『資本論』では，特に第４８章において労働

は本質的に強制でしかなく ，「必然の国」に属するものとして非労働において

こそ人間の自己実現が可能であるとして ，その基本的な観点を変化させたのか

ということが明らかにされねはならない問題なのである 。

【杉原四郎氏の労働：本源的費用論】

　柴田氏の疑問に応えようとされたのは杉原四郎氏である 。杉原氏は，４８章で

は人間生活が労働と非労働との対比において問題にされ，労働を「必然の国」

から捉えることが重要視されたために，柴田氏の指摘されるように結論として

は労働消減論として展開されることにな ったとされる 。しかし，それは結局は
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柴田氏の指摘をいわぼ肯定することでしかないのである 。

　杉原氏は，マルクスは４８章では人間生活の特質を「必然の領域と自由の領域

との一 重構造」において把握した上て ，そのような構造か「人間の発展ととも

に変化してゆく歴史の基本線」を考察することにな っているとされ，そのこと

を精確に理解するためには，「マルクスによる労働そのものの複眼的把握をし

っかりおさえておくことが肝要である」（１２５１１２７～８頁）とされる 。労働は ，

一方ては「自然的客体的諸条件」に制約されながら ，他方では，そのような複

眼において「主体的合目的的に自然に働きかけて ，これをつくりかえてゆく」

ものとして ，そのような複眼において把握されねはならないということてある 。

労働の受動的性格と能動的性格とされる二面性は，夫 々「必然の国」と「自由

の国」に対応し，更には「必要労働と剰余労働」として現実化されうるもので

ある 。然るに，杉原氏は，「自由の国」のより高度の発展段階である「真の自

由の国」に属するとされる「自己目的として行われる人間の力の発展」とは ，

非労働的活動のことであるとされるのである 。そこには杉原氏の特有な労働把

握か存在しているのてある 。労働を受動的性格においてのみ規定され，本源的

費用：必要労働として把握されるということである 。そのような労働把握は ，

必然的に非労働においてこそ「人間の自由な多面的活動」（［２５１１１７頁）が可能

であり ，真の意味での人間解放がありうるという結論をもたらすことになるの

である 。

　労働が本源的費用として規定されるのは，生活時間が「労働と非労働的活動

との二つの異質的な領域」に配分されねばならないとすれば，「非労働的活動」

への「配分をより大にすること」が「人間の発展にとっ て望ましい」（［２５１１３４

頁）とされることにその第一の根拠がある 。生活資料を調達するために労働時

間か必要であり ，これに対して ，睡眠や食事等の生理的な休息時間と杜会的文

化的諸欲求を満たす活動のための時間という非労働時間が必要とされるが，特

にその第三の領域の時間は人間の発展のための時間であるとされる 。「生活時

間から労働時間を差し引いた残りの自由時間」こそは，「自由に処分できる時

間」であり ，それによっ て「人間の能力の多面的な開発が可能となる」（［２５１
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５３頁）ということである 。しかも「生産力の発展に伴う必要労働時間の短縮は ，

この自由に処分てきる時間の確保と延長を可能にし，欲求の局度化はその可能

性を現実性に転化する必要を益 々強める」（１２５１８１頁）傾向にあるとされる 。

人間発展の時間とされる「自由に処分てきる時間」を確保し，増大するために必

要とされる人間の活動にとっ ての本源的な費用が労働であるということである 。

　ここでは，労働がはじめから「人間の能力の多面的な開発」に対して否定的

にのみ作用し，非労働としての「自由時間」に対立するものとして捉えられて

いるのである 。労働それ自体との関連において「自由と必然」を考察するので

はなく ，労働と非労働との関連において「自由と必然」を見るということであ

る。 杉原氏においては，労働においてではなく ，非労働においてこそ自由が実

現され，人間本来の自己実現が可能であるということが前提されてしまっ てい

るのである 。そのことは，自由時間が「自由に処分できる時間」と実態的に同

一であるとされることと密接に関連している 。

　第二の根拠は，「労働に対する自然の原本的制約性」（１２５１１３３頁）というこ

とである 。杉原氏は，「へ 一ゲルの場合においても ，人間の目漂設定は客観的

現実の因果性を通してのみ実現されることが認識されていたのだから ，況やマ

ルクスの場合，自然的必然性が労働過程を深く制約していることが軽視されて

よいはずはない」（同前）とされる 。ここで問題にされていることは本質的に

は， 「人間も自然の一部である」ということである 。確かに人間が自然の一部

であることにおいて自然によるその制約性を免れることはできない。しかし ，

そのことは直ちに，労働が「費用的手段的性格」の側面においてのみ規定され

るということを意味していない。一方での制約的，受動的性格と他方での能動

的， 積極的性格との統一におけるものとして労働を捉えることこそが要請され

ているのである 。「自然の原本的制約性」とは，労働の普遍的，本質的規定に

関わるものである 。労働が「人間が生きてゆくために支払わなくてはならない

本質的な費用」（［２５１８頁）であり ，「必要生産物を確保するための労働に支出

された時間は，人間生活を維持するための原本的な費用」（［２５１８２頁）とされ

ることによっ て， 労働はその構成の一部としての必要労働に還元されてしまう
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のである 。

　第三の根拠は，「時間」が「人間生活にとっ ての最も本源的な資源」である

とされていることである 。労働を「時間としてとらえる限り」 ，「労働時間とし

て人間の処理しうる時間の中の一部分」であるので，「もし必要労働時間がも

っと短縮てきれは非経済的活動にあてられえたものをあえて経済的活動にふり

むけざるをえなか ったものとして」 ，従 って「それは当然できるだけ節約され

なくてはならない」（［２５１５２頁）契機であるとされるのである 。「時間」が有限

であるから ，費用としての労働に ヨリ少なく ，人問の多面的発展に役立つもの

としての非労働に ヨリ多く配分されてゆくことが必要なことは極めて当然であ

るということである 。

　マルクスは労働を時間において考察することによっ て， 必要労働と剰余労働

の概念を確立し，剰余価値論を展開することができたことは疑いのないところ

てある 。しかし，そのことは，労働配分の問題か時間配分に還元されうるとい

うことではない。又時間そのものが配分資源として規定されうるかどうかは疑

問であるが，更にマルクスの場合，その労働時間の規定が全くの時間形式論に

還元されえないところに労働価値論の一つの特徴が存在していたのである 。

　高橋正立氏は，労働を時間でとらえる仕方は，「日常的な実践のなかで行わ

れてきた仕方」であり ，「労働という活動は一つの過程であり ，過程であれば

それは時間枠の中で進行するしか他ないものだからである」とされ，時間枠を

あたかも資源として ，一定の手段として見た場合，「一日２４時間について ，そ

の全体を，直接に欲求を充足する活動とそれらの欲求を充足する手段を獲得す

るための活動とに，どのように振り分げれぼ全体として得られる満足の度合い

が最も大きいか，という考慮が成り立つことになる」（［９４１２４２～３頁）として
，

「時間費用論」の本来的問題領域をしめされる 。次いで，高橋氏は，「労働もこ

れを徹底して時問の形式でつかむならば，労働の内実に目的実現の手段として

の意義が帰属させられるのではなく ，労働過程の単なる外皮としての，枠とし

ての時間にその意義が帰属させられることになる」のであり ，「時間の経済」

の立場は，「完全な機会費用論のそれであるほかないことになろう」（［９４１２４３
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頁）とされる 。そこでは労働価値論か「時間費用論」として徹底されることに

よっ て生じる帰結が明確な形で示されているものといえよう 。

　ところで杉原氏は，「自由と必然」という人間生活の二領域を区別と対比に

おいてだげ問題にするのではなく ，「両者の有機的関連」か問題にされねばな

らないとされている 。必然の領域（＝労働時間）は，自由の領域（＝自由時間）

に対して ，「物的富と自由時間という客体的条件」を生み出し ，「人間的文化を

創造し享受しうる主体的条件」（［２５１１３５頁）を準備する関係にあり ，「自由時

間と労働」は，「相互媒介的に，生産力の発展とそれを通じての労働時間の短

縮とに貢献」することにおいて，「人間形成にとっ て積極的意義をもっ て」

（［２５１５９頁）いるということである 。

　しかし，労働＝本源的費用論において，労働が人間形成に積極的意義をもち

うるとされるのは，それは「物的富と自由時間という客体的条件」を生み出す

限りにおいてのことであり ，いわば間接的な関係において，生きるための物質

的手段を獲得する活動として人間形成に意義をもつということに他ならないの

である 。しかし労働それ自体が人間を人間として生成せしめたのであり ，人間

にとっ て本来人間として生きる営みであることに人間形成の積極的意義をみる

ことが必要であ ったのである 。確かに杉原氏は，「労働は，元来活動する自然

的本質存在としての人間にとって ，人間の本質を実玩し確認する生命活動であ

る」（［２５１１５７頁）とされている 。しかし，杉原氏においては，そのような労働

の本質的規定か労働を「必然の国」にのみ属するものとして本源的費用として

規定されることによっ て結果的には否定されることにな っているのである 。

【「自由に処分できる時間」と労働の関係について】

　杉原氏は，労働を本源的費用として規定されたのであるが，そのことは同時

に， 「自由に処分できる時間」が非労働＝自由時間として規定されることにな

っているのである 。杉原氏は，人間の「根源的な要求」とは，ｒ労働時間の節

約を計り ，人間が自由に種 々の活動に振り向けうる時間を作り出すこと」

（［２５１１１２頁）であり ，それ故，「人間解放の基礎条件」は，「個人の自由な，精
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神的及び杜会的活動のために獲得される時間部分」（Ｋ・ｐ．１ ，５５５），つまり「自

由に処分できる時間を大きくすること」（［２５１１１７頁）であるとされる 。確かに

「自由に処分できる時間」の増大にこそ「人間解放の基礎条件」か存するとい

える 。しかしその場合，「自由に処分できる時間」とは実体的には何を意味す

るのかが問われねばならない。それを杉原氏のように非労働時間としてのみ把

握することは果たして適切であるといえるだろうか。「自由に処分できる時間」

が「富の尺度」（Ｇ・． ５９６）であり ，「人間の完全な発展のための時間」（Ｇ・． ５９９）

であるとすれぼ，それが労働とどのような関係にあるのか，或はないのかとい

うことが明確にされねばならないのである 。富とか人間の完全な発展というこ

とか労働と直接的に関係のある問題であるとすれは，「自由に処分てきる時間」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
も労働との関連が問題とされねぱならないのである 。

　アグネス ・ヘラー は， 「自由に処分できる時間」は，「消費の時間であ って労

働の時間ではない。一部は物質的財の使用に基づく享受の時間であり ，一部は

自由な精神活動の時間である 。これも既に生産された手段を必要とする限りに

おいて ，消費の分野に属する」（［９２１１５７頁）としている 。「自由に処分できる

時間」が生産と消費，労働と非労働とどのような関係にあるかは問題にされる

ことはすくないのであるが，ヘラー は， そのことを取り上げ，「自由に処分で

きる時間」は「消費の時間」＝自由時間であるとしたのである 。しかし ，「自

由に処分できる時間」を労働と直接的に関係のないものとして，非労働時間と

して把握することは問題であるといえよう 。とはいえ，「自由に処分できる時

間」は，「消費の時間」として規定することは，これまで多くの論者によっ て

いわば暗黙の前提とされてきたのである 。

　尾崎芳治氏は，４８章での「自由の国」の基礎上で「花開く」圏域として予見

されたものこそ，「自由に処分できる時間」であり ，それは「人間の支配的生

活時間，杜会の最大の生産力，過程の最高 ・最大の生産的消費即ち生産である

人間の全体的発展そのものの時間」（１９０１３０８頁）であるとされ，「自由な杜会

的個人による消費手段（享受手段）の消費（享受）の過程」は，そのままかれら

による「高度な活動の過程」であり ，それ故「消費（享受）の時間は，自由に
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処分できる時間に一致する」（［９０１３０４頁）ことになるとされている 。

　「自由に処分できる時間」が「人間の直接的労働時間にかわって杜会の最大

の生産力としての位置をしめ」（［９０１３０２頁），「過程の支配的で最も生産的な時

間」（［９０１３０４頁）となるということは，消費手段の消費か同時に人間の生産を

意味し ，その人間の全面的発展が創造されるということである 。そこでは経済

活動とは本質的には，本来の労働活動にてはなく ，消費手段の消費活動にこそ

存するという理論が前提されているのである 。とはいえ，「自由に処分できる

時間」が「生活時間の支配的部分」として生成するものであるとされる限りで

は，ヘラーと同様に「自由に処分できる時間」は，「消費の時間」と帰結され

ることに変わりはないのである 。

　「自由に処分しうる時間」とは，「個人の完全な発展のための時間」（ＧＬ５９９）

であり ，「個 々人の，従 って又杜会の生産力を十分に発展させるための余裕」

（Ｇ・． ５９５）のことであるが，それは労働によっ て創造されたもののことである 。

「自由に処分できる時間」がとにかくも人間の全面発達の基礎的条件として規

定されるのは，それが労働によっ て創造された成果に関わることによるである 。

杜会的労働の生産力が上昇することによっ て必要労働の短縮がもたらされるが ，

それは一方では剰余労働を増大させ，他方ては労働日の短縮による非労働時間

の増大をもたらす。この二様の意味において増大した時間こそか「自由に処分

できる時間」に他ならないのである 。ここではまず『資本論』においてそのこ

とを確認しておこう 。それは第一部第１５章の末尾で見ることのできるものであ
１１）

る。

　「労働の強度と生産力とが与えられていれぼ，全ての労働能力ある杜会成員

の間に労働が均等に分配されていれぼいるほど，即ち一つの杜会層が労働の自

然必然性を自分からはずして他の杜会層に転嫁しうることが少なけれぼ少ない

ほど，杜会的労働日のうちの物質的生産に必要な部分は益 々短くなり ，従 って

個人の自由な精神的及ぴ杜会的活動のために獲得される時間部分は益 々大きく

なる 。労働日の短縮の絶対的限界は，この面からみれは，労働の　般化である 。

資本主義杜会ては，一階級のための自由な時間か，大衆の全生活時間の労働時

　　　　　　　　　　　　　　　　（８８２）
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間への転化によっ て生み出される」（Ｋ・ｐ．１ ，５５５）。

　マルクスは，資本主義杜会では起こりえない「労働の　般化」 ，「万人の就

労」ということが実現すれぼ，「物質的生産に必要な部分」が「短縮」される

ことになり ，それは同時に「個人の自由な，精神的及び杜会的活動のために獲

得される時間部分」を大きくすることにもなるとしているのである 。その際 ，

「物質的生産に必要な部分」の「短縮」が労働日の短縮を結果するならぼ，非

労働時間が増大することになる 。杉原氏はこの場合のみを問題にされ，そのこ

とから「労働の　般化」によっ て「個人の自由な，精神的及ぴ杜会的活動」に

必要とされる時間か増大するとされるのてある 。

　しかし，「物質的生産に必要な部分」の「短縮」が労働日の短縮をもたらさ

ない場合もある 。それは資本主義的生産において特徴的に見ることかてきるこ

とてある 。その際，剰余労働が増大することになる 。必要労働の減少による剰

余労働の増大ということは資本のみが追及することではなく ，杜会の成員全体

の意志としても想定されうることである 。即ち，必要労働の減少が「自由に処

分てきる時間」を拡大するということは，非労働時間か増大するということの

みではなく ，剰余労働の増大ということをも含むものとして理解されねばなら

ないということである 。それ故，ここでのマルクスの指摘は，単に非労働時間

の増大のみてはなく ，剰余労働の増大も「個人の自由な，精神的及ぴ杜会的活

動」に必要とされる時間の増大を意味するものとして展開されているというこ

とである 。

　「物質的生産に必要な部分」の「短縮」が，「個人の自由な，精神的及び杜会

的活動」に必要とされる時間を増大させるのは，労働日の短縮によっ て生み出

された非労働としての自由時間の増大のみではなく ，剰余労働の増大において

も， その二面において結果するのである 。それ故にこそ，資本主義杜会では ，

「一階級のための自由な時間」が労働者階級の生み出した剰余労働に存すると

されたのである 。杉原氏は，剰余労働は「単なる階級杜会にのみ妥当するもの

ではなく ，階級対立が止揚された後においても ，人間生活の物質的発展の原動

力として必要なものであり ，その意味でまさに歴史貫通的な基礎概念」（［２５１

　　　　　　　　　　　　　　　　（８８３）
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１６０頁）であるとされてし 、・ る。 剰余労働が「人間生活の物質的発展の原動力」

であるか故に，その増大は，杜会が自由に処分できる時間の増大てありうるの

である 。杉原氏の場合，「物質的生産に必要な部分」の「短縮」を直ちに労働

日の短縮に結ぴ付けることによっ て， 自由時間の増大のみか「個人の自由な ，

精神的及ぴ杜会的活動」のために利用される時間の増大をもたらすものとされ ，

「自由に処分できる時間」が非労働時間として把握されることにもな っている

のである 。

　これに関連して検討されねぱならないのは，「労働日の短縮」による自由時

間の創出の意義についてである 。マルクスは，「労働者の処分しうる時間は全

て自然的にも法的にも労働時間であり ，従 って資本の自己増殖のためのもの」

（Ｋ・ｐ．１ ，２７５）であるが故に，労働日を短縮して労働者が自分自身の時間を確保

するということは，彼等の「人間的教養のための，精神的発展のための，杜会

的諸機能の遂行のための，杜交のための，肉体的及び精神的生命力の自由な営

みのための時間」（Ｋ・ｐ
．１ ，２７６）を確保することを意味しているとしている 。同

様のことは，『賃金 ・価格 ・利潤』においても指摘されている 。「時間は人間の

発展の場」であり ，「思うままに使える自由な時間をもたない人間」 ，「その全

生涯が資本家のための労働に吸い取られている人間」は，「駄獣にも劣るもの
　　　１２）
である」。 そこでマルクスが「時間は人間の発展の場である」としているのは ，

長時間労働による労働力の正常な再生産がさまたげられることに対するものと

してのことてあり ，労働日を合理的な範剛こ短縮する企ての問題との関連にお

いて論じられているのである 。「時間は人間の発展の場である」ということは ，

直ちに労働においてではなく ，非労働においてこそ，自由な時間においてこそ

「自由及ぴ幸福」か達成され，人間の自己実現か可能になることを問題にした

のではない 。

　労働目の短縮のもつ意義とは，「労働力の正常な再生産条件と活動条件」

（Ｋａｐ
．１ ，５５２）を確保するための労働時間の短縮であ ったのである 。労働を「相

応の正常な，人間の転成に適した，生命実態の運動への転化」（Ｋ・ｐ．１ ，５５１）と

するための条件確保としてである 。労働力が正常に再生産されるためには，人

　　　　　　　　　　　　　　　　（８８４）
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間が人間らしく生きるためには，生活時間として一定の時間か最低限確保され
　　　　　　　　　　　　　１３）
ねぼならないということである 。

　労働日の短縮は，それ自体としては労働からの解放を意味するものであり ，

そこでの労働は自由に対立する強制と拘束の活動としてみなされ，労働以外に

自由な活動，自由な時間が存在するものとして想定されていることになる 。そ

れは「労働からの自由」ということである 。これに対して，本稿の「はしが

き」において指摘したように，最近の労働を取り巻く状況，或は「労働の人間

化」として追及されていることは，確かに生産性上昇の結果によるものてある

とはいえ，「労働からの自由」によることとは大きく相違している 。それはい

わば「労働における自由」の追及と言うことのできることである 。労働を自己

実現の活動にするということてあり ，労働から強制的側面を取り除き ，「人間

的」なものに転化しようとするものである 。それはいわば労働そのものにおい

て， 自由な活動，自由な時間を追及しようということである 。「労働からの自

由」と「労働における自由」とは，共に生産性の上昇によっ て惹起されること

であり ，ともに人間に極めて重要な意味をもつものである 。しかし ，両者は基

本的には全く相違することであり ，労働と人間の関係を問題にするに際しては

理論的に区別されねぼならない。それは労働を如何なるものとして把握するか

という労働観にも関わるのである 。

　マルクスは，「真の自由の国」への発展 ・転化の根本条件は，「労働日の短

縮」であるとした。しかし，現代的状況のもとでは，そのような「労働からの

自由」の追及のみではなく ，「労働における自由」の追及も同じ程度の重要性
　　　　　　　　　　　　１４）
をもつに至 っているのである 。

　ところで，「自由に処分できる時間」が積極的に展開されたのは『経済学批

判要綱』においてである 。マルクスは，「一方では資本は剰余労働を作り出す

だすが，同じく又剰余労働は資本の存在にとっ ての前提でもある 。自由に処分

できる時間の創造ということに，富の発展の全てかその基礎をおいている」

（Ｇ・。 ３０１～２），「剰余労働即ち自由に処分できる時間を創造することが，資本の

法則である」 ，「必要労働を最小限に短縮することも資本の傾向である」（Ｇ・・

　　　　　　　　　　　　　　　　（８８５）
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３０２） ，「資本の傾向は常に，一方では自由に処分できる時間を創造することで

あり ，他方ではそれを剰余労働に転化することである」（Ｇ・。 ５９６）としている 。

ここでは剰余労働の増大か杜会にとっ ての「自由に処分てきる時間」の創造を

意味するのてあり ，そのような剰余労働の絶えさる増大こそか資本の前提，資

本の法則であるとされているのである 。剰余労働時間が，同時に「自由に処分

できる時間」を意味するということである 。剰余労働時間は，「ただ資本が生

産力の発展によっ て作り出した玩実的富の生産にとっ ての杜会的な『過剰労働

時間』（Ｇ・． ５９３）である」ものとすれば，「自由に処分できる時間」としては ，

それは「潜勢的」（［９０１３１０頁）な存在てある 。資本は，剰余労働を増大させる

ことをその法則とすることによっ て， 「自由に処分できる時間」を「潜勢的」

に創造するのである 。

　「自由に処分できる時間」は，資本主義においては，「万人の自由に処分しう

る時間」（Ｇ・． ５９６）としてではなく ，資本に属するものとして ，「少数者にとっ

ての非労働時間，自由時間の創造」（Ｇ ・． ５９５）を意味するものである 。資本が

剰余労働，剰余価値を収奪するということは，「自由な時間とは全て自由な発

展のための時間なのであるから ，資本家は労働者によっ て創造された杜会のた

めの自由な時間を，即ち文明を収奪する」（Ｇ・． ５２７）ということに他ならない

のである 。

　然るに，「労働者大衆自身か彼等の剰余労働を我かもの」（Ｇ・５９６）するとい

うことが生じるならば，剰余労働時間としての「自由に処分しうる時間」は ，

本来の意味における「杜会の自由に処分できる時間」に変換せしめられること

になるのである 。「資本は，その意に反して，杜会の自由に処分できる時間と

いう手段を創造する」のであるが，その結果は，「杜会全体にとっ ての労働時

間を減少していく最低限に引き下げ」るということであり ，「万人の時間を彼

等自身の発展のために解放する」（Ｇ・． ５９６）のに役立てることになるのである 。

　マルクスは，「資本の偉大な歴史的側面」とは，「剰余労働を，即ち単なる使

用価値，単なる生存という見地からすれぼ余計な労働を創造することである」

（Ｇ・２３１）としている 。「資本家の歴史的機能」は，「蓄積のための蓄積，生産

　　　　　　　　　　　　　　　　（８８６）
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のための生産」（Ｋ・ｐ
．１ ，６２５）を追及することであり ，資本制生産の歴史的使命

は， 労働の杜会的生産力を無制限的に発展させることにあるのであるが、マル

クスは，そこに「資本の偉大な歴史的側面」を見ているのである 。然るに，資

本が生産力の上昇という方法によっ てその歴史的使命を実現することができる

のは，資本がより多くの剰余労働を生産することにおいてであるが，それが結

果としては「杜会　般と杜会の全ての構成員にとっ ての多くの自由に処分てき

る時間を創造」（Ｇ・． ５９５）することに他ならないのである 。

　かくて ，「自由に処分てきる時間」とは，生産性の上昇によっ て，一方ては

より多くの剰余労働が創造されることであり ，他方では必要労働の縮小による

非労働時間が拡大されるということである 。両者は，本来的には敵対的ではな

く両立し ，相互依存的関係にあるとはいえ，人間杜会の発展としては，剰余労

働の増大か基底的契機である 。

　　１）マルクスは，へ 一ゲルの労働概念を次のようなものとして評価している 。それ

　　　は同時に『草稿』当時のマルクス自身の労働概念の一側面を示すものである 。

　　　へ 一ゲルは「人間の自己産出を一つの過程として提え，対象化を対象性剥奪とし

　　　て ，外化として，及びこの外化の止揚として捉えるということ ，従 って彼が労働

　　　の本質を捉え，対象的な人問を，現実的なるが故に真なる人間を，人間自身の労

　　　働の成果として理解する」（［１５１２１６頁）。

　　２）副田満輝氏は，『草稿』における「抽象的労働」の規定は，『経済学批判要綱』

　　　段階においても残存しているとされ，そこでの「抽象的労働」とは，「労働二重

　　　性の両面，即ち抽象的側面と具体的側面を含めてその全姿態において，いわぱ実

　　　存としての賃労働の抽象性」のことであり ，「使用価値としての賃労働が，その

　　　具体的側面において抽象化されていることを言い表したものである」（［７９１８１

　　　頁）とされている 。確かに『経済学批判要綱』では抽象的労働とは，ｒ純粋に抽

　　　象的な活動，純粋に機械的な，従 って無差別的な，その特殊な形態はどうでもよ

　　　い活動」（Ｇｒ． ２０４）のことであるとされている 。『経済学批判』に一至 って ，ｒ抽象

　　　的　般的労働」 ，「一般的杜会的労働」 ，「一般的人間労働」としての規定か現れる

　　　のであり ，「抽象的人間労働」が萌芽的であるにしろ規定されるのである 。「抽象

　　　的人間労働」とは，種差を完全に捨象した等質のしかも超感性的な労働である 。

　　　それ自体一つの杜会関係である交換関係から導出され，ｒ杜会的実体」と規定さ

　　　れるものである 。抽象的人間労働の把握は，マルクス価値論の独自性を表し ，古

　　　典派に対する批判の完成を意味するものである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８７）
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　３）有尾氏は，マルクスにおいては，「感性的 ・自然的 ・現実的」ということと ，

　　 「対象的 ・能動的」ということは，「同じ一つのこと」（［４５１１６１頁）として把握

　　されているとされる 。

　４）有尾氏は，別の箇所では次のように指摘されている。「人間は労働を通して ，

　　外的自然への認識を深め拡大していく 。人間にとっ ての真の喜びとはなんである

　　のかということ ，人間にとっ ての最も根源的な導きの糸としての真理と価値意識

　　をも手にすることができるのは労働においてである 。とすれぼ，働く人 々が疎外

　　された労働の中にあ っても ，多かれ少なかれその労苦に満ちた働きの中で誰から

　　も教えられることなく ，自らの手で掴み取り ，体得することのできたこの種の真

　　理にほかならない」（［３７１２９４頁）。

　５）尾崎芳治氏は，『草稿』において既に労働手段の先導性が論じられているとさ

　　れている 。「それ故，『パリ草稿』でのマルクスのいわゆる人間の『意識している

　　生命活動』に関わるかぎりでの『全自然』の人間による自己の『非有機的身体』

　　が，即ち非有機的自然に対する人間の制御力の発展において ，労働手段の創造と

　　利用とは，最も直載で先導的な役割を演じる」（［９０１１９１頁）。 道具が人間労働に

　　おいて規定的，先導的役割を担うということは，道具が労働手段として概念化さ

　　れることによっ てはじめて理論化されうるということである 。

　６）　『ドイツ ・イデオ ロギ ー』において労働の廃棄につ一、・て言及されている 。「プ ロ

　　 レタリアートは，人格としての力を発揮するためには，彼等自身の従来の生存条

　　件一それは同時に従来の杜会全体の存立の条件であるが 一を，即ち，労働を廃止

　　しなけれぼならない」（花崎訳，合同出版，１９６６年，１４２頁）。 ここで廃止しなけ

　　ればならないとされる労働は，資本主義杜会におげる疎外された労働のことであ

　　り ，労働一般を指すものではないことは明らかであろう 。

　７）　自由は，「それ自身で ，それ自身のために，客観的な条件や主体的な活動や目

　　的を解き放ち難く結び付ける」（［９９１１９７頁）ものであるが故に，その実現は絶

　　対的意味をもつのである 。「人間的自由」 ，これこそ「マルクス がそれに向か って

　　努力を傾けた原理」（［９９１２０２頁）でもあ ったのである 。

　８）　『ドイツ ・イデオ ロギー前掲書，５４～６頁
。

　９）「真の自由の国」の構想に対して反対の極にあると言えるものが，ソ 連のス

　　 ターリン 時代の強制収容所における労働である 。「強制収容所」という極限的状

　　況においてもなおかつ人間は労働に喜びと満足をもつことができるかということ

　　が問題なのである。黒井千次氏は，ソルジ ェニーツィンの小説『イワン ・デ ニ

　　 ソーヴィチの一日』に関わ って ，「ある意味ではこの小説は，最低の条件のもと

　　で働く人 々の姿を通して ，人間にとっ て労働とはいかなるものであるかを極限的

　　に示している」のであり ，「命じられたものではない仕事の中で輝きだす労働の

　　　　　　　　　　　　　　　　（８８８）
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　真の手応えは，実は厳しい強制労働の底にも潜んでいるのであり ，時にはそれが

　目覚めることがあり得る」ということ ，換言すれぱ，「人間が労働の内に求めて

　いる手応えは本質的にはただ一つなのであり ，仕事が命じられたものであるか否

　かは，その手応えが手に入りやすいかどうかを決める相対的な条件にすぎない」

　（『働くということ一実杜会との出会い一講談杜玩代新書，１９８２年，９１頁）とさ

　れている 。「疎外された労働」の下においてではあれ，労働はその普遍的本質を

　実現するものとして理解されねばならないのである 。

１０）杉原氏は別の箇所で，労働時間が「自由に処分できる時間」を犠牲にするもの

　であることをより明確に指摘されている 。「時間節約の法則が第一義的重要性を

　もつのは，「時間で計られる抽象的一般的労働が，人間の生活時間の中で自由に

　処分できる時間一それこそ人間の全面的発達の基礎である一に食い込むという意

　味において人間にとっ ての本源的 コストであ って ，この コストを節約しうる生産

　力の発展が人間の歴史を貫く基本動因となる一この コスト節約のための労働の適

　正な杜会的配分が人間のあらゆる杜会の基本構造となるのに対応して一からにほ

　かならない」（『マルクス経済学の形成』未来杜，１９６４年 ，１２９頁）。 労働：本源的

　費用論からは，労働を削減することしか結論することはできない。それは労働の

　生産力の上昇によっ てそれ自体が自由に処分できる時間を創造することが見失わ

　れているからである。資本主義においてのみ，コスト的な労働時間の短縮が同時

　に個人の自由に処分できる時間の増大をもたらすことが主張されるのである 。

１１）磯和男氏は，「自由の問題とは自由な時間の問題であり ，自由な時間の問題と

　は剰余生産物の問題」でり ，「肯定的な側面も否定的な側面もともに労働の問題

　なのである」とされ，「自由の問題を剰余生産物の問題と提え直したところに ，

　思想家マルクスの他の凡庸な思想家を凌駕する決定的な点が存在する」（［９８１８４

　頁）とされている 。かくて ，歴史は，「自由な時間の一般化」であり ，「自由な時

　間の領有こそ人間の人間らしさであり ，かかる自由はまさに蓄積された剰余生産

　物を財産として所有することによっ て生じる」（同前）ものであるとされる 。

１２）　『マルクス ・エソゲルス 全集』第１６巻，１４５頁
。

１３）マルクー ゼは，今日の諸状況のもとでは，労働日の短縮は決定的なものではな

　　くて ，労働そのものの形態転化こそが決定的であるとしている 。そこでの労働の

　形態転化とは，階級杜会の攻撃的なそして抑圧的な諸要素，諸努力，諸関係から

　の自由な，新しい人間のタイプの形成によっ て， 即ち連帯のなかで，そして自ら

　の自発性から出発して ，彼ら自身の環境，彼ら自身の生活世界，彼ら自身のｒ所

　有」を産みだす人間の形成＜教育＞によるところの労働そのものが形態転化する

　　ということである 。［１００１２１頁
。

１４）杉村芳美氏は，「産業杜会の労働の現実を前」にした場合，「労働からの自由」

　　　　　　　　　　　　　　　　（８８９）



７２　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻　第６号）

　　は「労働の古代的な捉え方に通じるところがあり」，「労働における自由」は「労

　　働の近代的な捉え方（理想）を貫こうとするもの」（［２６１２１８頁）であるとされ

　　てし ・る
。
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　高田純「共同体と自由」高田他編著『哲学のリアリティ』有斐閣，１９８６年
。

　タウィトフ『自由と疎外』青木書店，１９６７年
。

　Ｅ ．フィッシャー『マルクス入門』合同出版，１９７２年
。

　芝田進午『人間性と人格の理論』青木書店，１９６５年
。

　尾崎芳治『経済学と歴史変革一労働指揮権としての資本 ・生活意識 ・土地所有

（８９３）



７６　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第６号）

　　一』青木書店，１９９０年
。

［９１１藤野渉「マルクス 主義哲学と価値の問題」『講座マルクス 主義哲学』Ｉ（マル

　　 クス 主義哲学の根本問題）青木書店，１９６９年
。

［９２１アグネス ・ヘラー『マルクスの欲求理論』法政大学出版局，１９８２年
。

［９３１林直道『史的唯物論と経済学』（上）大月書店，１９７１年
。

［９４１高橋正立『生活世界の再生産一経済本質論序説一』ミネルヴ ァ書房，１９８８年
。

［９５１Ｈ．マルクー ゼ『エロス的文明』紀伊国屋書店，１９５８年
。

［９６１有尾善繁「労働のもつ人間的意味一へ 一ゲルとマルクス１ へ一ゲル論理学研

　　究会編『へ 一ゲル大論理学概念論の研究』大月書店，１９９１年
。

［９７１工一リッヒ ・フロム『希望の革命一技術の人間化を目指して一』紀伊国屋書店
，

　　１９７０年
。

［９８１磯和男「労働と疎外一労働時間の弁証法一」『現代の理論』１９７２年７月号
。

［９９１　
ラーヤ ・ドゥナエフスカヤ『疎外と革命一マルクス主義の再建一』現代思潮杜 ，

　　１９６４年
。

［１００１マルクー ゼ「自由と必然一新しい規定のための注釈一」ブ ロッ ホ他『マルクス

　　と革命』紀伊国屋書店，１９７２年
。

（８９４）


